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○愛南町体験住宅貸付事業実施要綱 

令和４年12月21日告示第110号 

改正 

令和５年２月27日告示第11号 

令和８年３月11日告示第19号 

愛南町体験住宅貸付事業実施要綱 

（目的） 

第１条 この告示は、愛南町以外に住所を有し、かつ、愛南町に移住することを検討している者又

はテレワークを活用し働きながら休暇をとる過ごし方（以下「ワーケーション」という。）を希

望する者に対し、本町の風土及び日常生活を体験するための住宅（以下「体験住宅」という。）

を提供することにより移住を促進し、定住者の増加を図ることを目的とする。 

（体験住宅） 

第２条 体験住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

愛南町体験住宅 あかみず棟 愛南町赤水578番地 

（使用資格） 

第３条 体験住宅を借り受けることができる者（以下「対象者」という。）は、愛南町以外に住所

を有する者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

(１) 本町への移住を検討している者及びその家族又はワーケーションでの利用をしようとする

者であること。 

(２) 転勤等による一時的な転入予定者でないこと。 

(３) 旅行に伴う宿泊のために利用する者でないこと。 

(４) 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２

条６号に規定する暴力団員をいう。）又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

(５) 申請日において対象者の年齢が18歳以上59歳以下であること（対象者が単身世帯でない場

合は、世帯員のいずれかの年齢が18歳以上59歳以下であること。）。  

(６) 地域住民と円滑かつ積極的に交流を持てる者であること。 

(７) 前各号に定めるもののほか、町長が適当と認める者であること。 

（使用申請） 



2/12 

第４条 体験住宅を借り受けようとする者（以下「申請者」という。）は、愛南町体験住宅貸付申

請書（様式第１号。以下「申請書」という。）を町長に提出しなければならない。 

２ 申請書は、使用する14日前までに提出するものとする。なお、町長がやむを得ない理由がある

と認めるときは、この限りでない。 

（使用許可） 

第５条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、支障がない

と認めたときは、愛南町体験住宅貸付契約書（様式第２号。以下「契約書」という。）により、

申請者と定期賃貸借契約を締結し、不適当と認めたときは愛南町体験住宅貸付不承諾通知書（様

式第３号）を申請者に通知するものとする。 

２ 前項の定期賃貸借契約は、借地借家法（平成３年法律第90号）第38条第１項の規定による建物

の賃貸借とするものとする。 

３ 町長は、第１項の規定により契約を締結する場合は、あらかじめ愛南町体験住宅定期賃貸借契

約についての説明書（様式第４号）を交付して、借地借家法第38条第３項の規定による説明を行

うものとする。 

（定期賃貸借の期間） 

第６条 前条第１項の規定による定期賃貸借の期間（以下「賃貸借期間」という。）は、３日以上

６月以内とし、契約書において定める。 

２ 定期賃貸借契約は、賃貸借期間の満了により終了し、更新しないものとする。 

３ 賃貸借期間の初日及び末日は、愛南町の休日を定める条例（平成16年10月１日条例第４号）第

１条第１項に規定する休日以外の日としなければならない。 

４ 借地借家法第38条第７項前段に規定する場合その他町長が必要と認める場合において、住宅の

賃借人（以下「賃借人」という。）が建物の解約を申し入れた場合であって、町長が必要と認め

るときは、町長は、賃借人の申出により、同項後段に規定する期間を短縮することができる。 

（貸付料） 

第７条 体験住宅の貸付料は、次のとおりとする。 

 賃貸借期間が１月未満の場合 賃貸借期間が１月以上の場合 

貸付料 

３万円 １月当たり３万円（１月に満たない賃

貸借期間については、１月を30日とす

る日割計算により算出した額） 
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２ 賃借人は、前項の貸付料を使用開始日までに一括納付しなければならない。 

３ 貸付料には、住宅借上料、光熱水費（電気料、水道料、ガス料金）、日本放送協会放送受信料、

ケーブルテレビ利用料、インターネット通信料を含むものとし、これ以外の日常生活にかかる消

耗品等に要する経費は、賃借人の負担とする。 

４ 既納の貸付料は、これを還付しない。ただし、災害その他利用者の責めによらない理由により

住宅を使用することができないときその他町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。 

（賃借人の遵守義務） 

第８条 賃借人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 留守や就寝時は、施錠するなど施設を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは速

やかに町長にその旨を報告すること。 

(２) 施設、設備、備付備品等を適切に取り扱うこと。特に火災予防及び盗難予防に注意を払う

こと。 

(３) 施設周りの清掃を適宜行い、体験住宅を適正に管理するとともに、住環境の整備に努める

こと。 

(４) ごみは、決められたルールに従い処分すること。 

(５) 賃借人は、体験住宅の賃貸借期間が満了したときは、直ちに住宅の鍵を町長に返却するこ

と。 

(６) 上記のほか、体験住宅の使用に関し、町長が必要と認める事項 

（使用の制限） 

第９条 町長は、賃借人が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は退去を命

ずることができる。 

(１) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

(２) 体験住宅の施設又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又は汚損のおそれがあると認められ

るとき。 

(３) 前２号に掲げる場合のほか、体験住宅の管理上支障があると認めるとき。 

（行為の制限） 

第10条 賃借人は、体験住宅において、次に掲げる行為をしてはならない。 

(１) 物品の販売及びこれに類する商行為 

(２) テントその他これに類する施設の設置 

(３) はり紙、掲示板、懸垂幕、のぼり、アドバルーン等の掲示又は掲揚 
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(４) 政治活動又は宗教活動 

(５) 動物の飼育 

(６) 前各号に掲げるもののほか、体験住宅の使用にふさわしくない行為 

（契約の解除） 

第11条 町長は、賃借人が次に掲げる事項に違反した場合又は契約を継続することが困難であると

認める場合は、契約を解除することができる。 

(１) 本告示の規定に違反したとき。 

(２) 申請書の内容に偽りがあったとき。 

(３) 体験住宅の管理上、特に必要があると認められるとき。 

（明渡し） 

第12条 定期賃貸借契約の終了又は解除により住宅を明け渡す場合において、賃借人は、通常の使

用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状回復しなければならない。 

２ 前項の明渡しをするときは、賃借人は、明渡し日を事前に町長に通知しなければならない。 

３ 町長は、第１項の規定により賃借人が行う原状回復の方法等について賃借人と協議するものと

する。 

（立入り） 

第13条 町長は、体験住宅の防火、構造の保全その他管理上特に必要があるときは、利用者の承諾

がなくても住宅内に立ち入ることができるものとする。 

２ 賃借人は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒むことができない。 

（損害賠償） 

第14条 賃借人は、体験住宅の建物、設備、備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、直ち

にその旨を町長に届け出て、その損害を賠償しなければならない。 

（事故免責） 

第15条 体験住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、体験住宅等で発生した事故に対

して、町は、その賠償の責めを負わないものとする。 

（権利譲渡等の禁止） 

第16条 賃借人は、体験住宅の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

（その他） 

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 
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この告示は、令和５年１月１日から施行する。 

附 則（令和５年２月27日告示第11号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（令和８年３月11日告示第19号） 

この告示は、公表の日から施行する。 
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